
（仮称）滋賀２１会館整備ＰＦＩ事業契約書（案）、合築事業（仮称）滋賀２１会館整備ＰＦＩ事業契約書（案）、合築事業（仮称）滋賀２１会館整備ＰＦＩ事業契約書（案）、合築事業（仮称）滋賀２１会館整備ＰＦＩ事業契約書（案）、合築事業    ＩＩＩＩ    契約書（案）契約書（案）契約書（案）契約書（案）    

および合築事業および合築事業および合築事業および合築事業    ＩＩＩＩＩＩＩＩ    契約書（案）の変更について契約書（案）の変更について契約書（案）の変更について契約書（案）の変更について 

 １１月３０日に公表した入札説明書類に対し寄せられた質問・意見を踏まえ、ＰＦＩ事

業契約書（案）、合築事業Ⅰ契約書（案）および合築事業Ⅱ契約書（案）を一部変更し

たので公表します。 

◆ＰＦＩ事業契約書（案）         （ＰＤＦ形式：４５２ＫＢ） 

◆ＰＦＩ事業契約書（案）新旧対照表  （ＰＤＦ形式： ２６ＫＢ） 

◆合築事業Ⅰ契約書（案）       （ＰＤＦ形式：２９７ＫＢ） 

◆合築事業Ⅱ契約書（案）       （ＰＤＦ形式：２９２ＫＢ） 

◆合築事業契約書（案）新旧対照表 （ＰＤＦ形式： ２１ＫＢ） 

 また、ＰＦＩ事業契約書（案）に関して特に質問・意見の多かった項目に係る県の見解

は下記のとおりです。記載する条項、別紙の番号のうち、（旧）と付してあるものは１１

月３０日公表ベースの契約書（案）に係るもの、（新）と付してあるものは今回公表する

変更後の契約書（案）に係るもの、特に明記しないものは共通です。 

 なお、下記の見解は、１２月１７日に公表した質問・意見への回答に優先するものと

します。 

記 

１．第５４条２項（サービス購入費の減額）について１．第５４条２項（サービス購入費の減額）について１．第５４条２項（サービス購入費の減額）について１．第５４条２項（サービス購入費の減額）について 

 サービス購入費の減額方法については、サービスの内容が事業者

の提案により異なるこ 

とから、現時点で規定することは難しいと考えます。よって、落札者決

定後にモニタリングの方法と併せて県と事業者で協議の上決定するこ

ととします。 

 サービス購入費の減額方法については、現時点での県の考え方は

次のとおりです。 

• 提案に応じて、業務毎にサービス対価を決定する（清掃、警備、
受付等の単位で）。 

• モニタリング等に基づき、県が要求水準に対する達成率を評価
する。未達のものがあれば、該当する業務は達成率に応じて１．

５倍の割合で減額する。 

減額率(％) ＝ 〔100(％)－達成率(％)〕×1.5 

• 事業者が県の判定に対し異議がある場合には、第７９条に基づ
き協議するものとする。 



達成率 支払額 

１００％ 

 ９０％ 

 ８０％ 

 ７０％ 

 ６０％ 

 ５０％ 

 ４０％ 

   ３３．３％ 

業務毎のサービス対価の１００％ 

       〃        ８５％ 

       〃        ７０％ 

       〃        ５５％ 

       〃        ４０％ 

       〃        ２５％ 

       〃        １０％ 

       〃         ０％ 

 

２．第５７条（民間事業施設の賃２．第５７条（民間事業施設の賃２．第５７条（民間事業施設の賃２．第５７条（民間事業施設の賃貸の承諾）について貸の承諾）について貸の承諾）について貸の承諾）について 

 民間事業施設は、原則として事業者の提案に沿ったものが望ましい

のですが、県としては、公序良俗に反する施設や（仮称）滋賀２１会館

利用の妨げとなる施設等が入居することは避けたいと考えております。 

 こうしたことから、民間事業施設の賃貸に際しては県の承諾を必要と

する規定を設けていますが、民間事業に過大な制約を加えないよう対

応していきます。また、県が承諾を拒否した場合に、民間事業者の希

望により協議が行えるよう、第５７条第２項（新）を追加しました。 

 （仮称）滋賀２１会館が公共施設であることを踏まえ、本規定について

ご理解いただきますようお願いします。 

３．３．３．３．    第６５条６項（本件施設譲渡後の瑕疵担保責任）について第６５条６項（本件施設譲渡後の瑕疵担保責任）について第６５条６項（本件施設譲渡後の瑕疵担保責任）について第６５条６項（本件施設譲渡後の瑕疵担保責任）について 

 第６５条６項は、県の確認の如何によらず、事業者の瑕疵担保責任

が存在することを確認しています。本条項で示す「瑕疵担保責任その

他一切の責任」とは、第６６条に示す範囲の事業者の責任を表します。

すなわち、本件施設等のすべての引渡しを受けた日から 1年が経過

するまでの間に発見された本件施設等の瑕疵に対して、事業者が果

たすべき責任です。 

４．４．４．４．    第６９条１項４号（旧）（県による事業の解除）について第６９条１項４号（旧）（県による事業の解除）について第６９条１項４号（旧）（県による事業の解除）について第６９条１項４号（旧）（県による事業の解除）について 

 県による事業解除の要件のうち、第６９条１項４号（旧）に示す、「事業

者の組織、代表者、役員、株主もしくは社員等の変更または合併等に

より事業者の法人としての実体に変更を来したと県において認めたと

き」とは、事業者の法人としての実体の変更により、事業の長期の継続

が困難となる主体となった場合において、県が解除することを意図する

ものでした。事業者の組織、代表者、役員、株主もしくは社員等の変更



または合併等が行われた場合においても、事業の長期継続が可能で

あると認められる場合は、事業者の法人としての実体に変更を来した

と判断する考えはありません。 

 寄せられた意見を踏まえ、第６９条１項４号（旧）を削除し、ＳＰＣの株

式を譲渡する際に県の承諾が必要となるよう、第８１条２項（新）および

３項（新）を追加しました。 

条項の趣旨自体は変わりませんので、県による承諾の条件は、事業

の長期継続が困難となる主体への変更がなされないこととなります。 

５．第７１条（県の任意解除権）について５．第７１条（県の任意解除権）について５．第７１条（県の任意解除権）について５．第７１条（県の任意解除権）について 

 事業開始時の予測を超えた社会情勢の変化等により、契約時の条

件に従い事業を継続することが著しく不利益と判断される場合におい

て、県の任意解除の実行が必要となります。よって、県は任意解除権

を留保するものとします。 

 しかし、任意解除により民間事業者に発生する損害については考慮

し、第７５条および別紙１６に示す補償金の金額を変更し、県が事業者

に対し、事業者が得るべき利益の一部を補償することとしました。 

 また、この変更は、第７０条、第７２条による契約の解除にも同様に適

用されます。 

６．第７５条３項（不可抗力の事由により発生した損害の負担）について６．第７５条３項（不可抗力の事由により発生した損害の負担）について６．第７５条３項（不可抗力の事由により発生した損害の負担）について６．第７５条３項（不可抗力の事由により発生した損害の負担）について 

 本事業をＰＦＩ方式により実施するに際し、民間事業者の負うことので

きるリスクは民間事業者にも負担していただくことを期待しています。 

 本施設の設計・建設・維持管理・運営支援の事業を行う際の不可抗

力リスクは、一般のオフィスビルの設計・建設・維持管理・運営を行う際

のリスクと大きくは変わらないことから、民間事業者にも一定負うことの

できるものであると考えます。 

 また、本事業は県と事業者が３０年間にわたり共同で実施することか

ら、事業者も事業主体の一つであると考えます。 

 以上のことから、本事業における不可抗力事由による負担について

は、県と事業者が分担することが相応しいものと考え、その割合は県と

事業者が１／２ずつとしました。なお、第２７条３項に定める不可抗力事

由に伴う工期の変更に伴う負担についても、第７５条３項との整合性を

とる意味から、県と事業者が１／２ずつ負担するよう変更しました。 

７．第８２条２項（金融機関が設定する本件施設に対する担保権）について７．第８２条２項（金融機関が設定する本件施設に対する担保権）について７．第８２条２項（金融機関が設定する本件施設に対する担保権）について７．第８２条２項（金融機関が設定する本件施設に対する担保権）について 

 第７６条に示すとおり、本事業は、火災等により施設の価値自体がな

くなる場合を除き、いかなる理由による契約の終了であっても施設の

所有権が県に移転されることを前提としております。 



 上記の点については、民間事業施設についても同様です。事業期間

の半ばで終了する場合に民間事業施設の所有権を移転する際の施設

の対価については規定がありませんでしたので、別紙１６の内容を変

更し、民間事業施設に係る対価についても県から事業者に支払われる

ようにしました。 

 以上のことから、第２７条３項に規定する不可抗力事由による工期変

更に伴う負担については、第７５条３項と整合性をとる意味から、県と

事業者が１／２ずつとなるよう変更しました。金融機関が設定する建物

に対する担保権設定を行う場合は、第８２条２項のとおり、県の設定す

る仮登記に順位劣後するものとします。 

８．第８６条（出資者による保証）について８．第８６条（出資者による保証）について８．第８６条（出資者による保証）について８．第８６条（出資者による保証）について 

 出資者による履行保証書については、当初、全出資者の提出を求め

ていましたが、寄せ 

られた意見を踏まえ、第８６条の各号（新）のとおり変更しました。履行

保証については、全出資者が履行保証書を提出するか、または、履行

保証保険に加入した上で、少なくとも１者が履行保証書を提出するか

のいずれかを選択できるよう改めています。 

 履行保証の手段については、上記の範囲であれば可としますが、グ

ループによる事業の履行が難しくなった場合においても、グループを構

成する企業が中心となって、事業を継続することのできる体制を整える

ことを期待します。 

９．第８７条（事業者の解散）９．第８７条（事業者の解散）９．第８７条（事業者の解散）９．第８７条（事業者の解散）についてについてについてについて 

 第８７条において、ＰＦＩ事業者は、県への施設引渡し後、第三者に瑕

疵担保責任を委譲しなければ解散できないとしていますが、ここでの

第三者は、瑕疵担保責任を負うに相応しい主体であれば、提案グルー

プを構成する企業でも結構です。 

 


